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事 業 主 様 

事務担当者 様 

令和 5 年 6 月 8 日 

業務課からのお知らせ 

１．資格取得届・被扶養者（異動）届への個人番号記載について  

 この度、厚生労働省より「オンライン資格確認等システムにおける正確な資格情報等の登録につい

て」が令和 5 年 5 月 23 日付で示され、また「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令」が令和 5

年 5 月 31 日に公布され、令和 5 年 6 月 1 日より施行されているところです。 

一部改正の内容としましては、資格取得届・被扶養者（異動）届への個人番号の記載義務が法令上

明文化されました。 

なお、やむを得ない事情があり、届出時に個人番号が記載できない場合でも、最終的には事業主か

らの個人番号の提出を徹底するよう指導がありました。 

当健康保険組合としましては、今後とも「オンライン資格確認等システム」への迅速かつ正確なデー

タ登録を行っていくことを目的に、令和 5 年 6 月 1 日（木）以降【令和 5 年 6 月 19 日（月）当健保 

到着分以降】の新規加入者に係る資格取得届及び被扶養者（異動）届について、次のとおり対応させて

いただきますので、ご協力いただきますようお願い申し上げます。 
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【参考資料】 

 ●リーフレット「資格取得届・被扶養者異動届にはマイナンバーの記載をお願いします。 

 ●「オンライン資格確認等システムにおける正確な資格情報等の登録について」の一部改正について 

（令和 5 年 5月 23 日付、保保発 0523 第 2 号、厚生労働省保険局保険課長通知） 

 ●健康保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について（通知） 

  （令和 5 年 5 月 31 日付、保発 0531 第 1 号、厚生労働省保険局長通知）  


